
 

船舶事故等調査報告書 

 平成２５年３月２８日 

 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第１９３号 

事故等種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２４年８月２０日（月） １３時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖南西部 

滋賀県大津市所在の川原三等三角点から真方位１９３°５８０ｍ付

近 

 （概位 北緯３５°１４.７′ 東経１３５°５８.１′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ Ｋ
ケー

２
ツー

、０.１トン 

 ２６０－４５６１９大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 負傷 １人（被引浮体搭乗者） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者５人が乗ったバナナボート

（以下「本件浮体」という。）をえい
．．

航して大津市北小松沖を発進

し、約１５km/h の対地速力で航行中、平成２４年８月２０日１３時３

０分ごろ、本件浮体がプレジャーボートの航走波を受け、本件浮体の

最前部に乗っていた搭乗者（以下「搭乗者Ａ」という。）が落水し、

搭乗者Ａは、落水時の衝撃により、左足靱帯損傷を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本件浮体は、全長約５.２０ｍ、幅約１.１５ｍ及び高さ約０.６３

ｍであった。 

 船長及び浮体の搭乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

本船は、琵琶湖南西部の北小松沖において、本件浮体をえい
．．

航中、

本件浮体が他船の航走波を受けたことから、搭乗者Ａが浮体から落水

して負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北小松沖において、本件浮体を

えい
．．

航中、本件浮体が他船の航走波を受けたため、搭乗者Ａが浮体か

ら落水したことにより発生したものと考えられる。 



 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浮体をえい
．．

航する場合は、他船の航走波の状況を確認するととも

に、減速するなどして航走波による衝撃を緩和すること。 

 




